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参加同意事項 

 

 

私／当社は東京都が主催し、アデコ株式会社（以下、「運営事務局」という。）が受託し運営する「令

和６年度中小企業サイバーセキュリティ基本対策事業」（以下、「本事業」という。）に参加するに当たり、

本事業の参加者及び参加者の所属する企業として、以下の事項について同意します。 

 

 

第１ 事業参加について 

 （ア）参加者及び参加者の所属企業が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有

しないこと及び反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。 

 （イ）参加者及び参加者の所属企業が、訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。 

 （ウ）公的な資金に基づく本事業への参加について、社会通念上、不適切であると判断されるものではな

いこと。 

 （エ）運営事務局等スタッフの案内に従わない、他の参加者の迷惑になる行為を行う等、運営事務局が本

事業への参加を不適切と判断した際には、支援期間途中であっても事業参加の辞退を求める場合が

あること。 

 （オ）参加者は、特別な事情がある場合を除き、原則として、支援期間中に積極的に本事業へ参加し、達

成目標の実現を目指すこと。具体的には、専門家派遣の受け入れを行うこと、意識調査（アンケート）

へ協力すること。 

   ただし、この点についてやむを得ない事情が生じた場合には、事前に運営事務局へ相談すること。 

 （カ）参加者は、本事業の内容について、ＳＮＳ等メディアに投稿するなど、第三者に公開しないこと。 

（ク）参加者は、本事業の内容について、録音、撮影及び録画を行わないこと。 

 

 第２ 広報施策、支援内容の公開について 

  本事業では、参加企業 6 社程度を対象として、本事業で得られた成果事例を支援期間終了後に事業

ホームページ等で公開する。その趣旨及び目的としては、取組の過程や得られた成果、参加者及び所

属企業のコメントなどを取りまとめ、中小企業のセキュリティ対策の意識向上にも役立てることに

ある。 

   参加者及びその所属企業は、本事業への参加に当たり、成果事例を作成すること及びその作成に必

要な参加企業への取材やアンケート等への受け入れに関し、その趣旨目的を理解の上、これに同意す

ることを要する。 

   ただし、事例作成については、得られた成果のレベルや、セキュリティ体制等の企業の機密情報に

係る事項を含むことから、その記載内容については、運営事務局から参加者及び参加者の所属企業に

対し、事前の確認や綿密な相談を実施することを前提とし、企業の許可を得てから公表するものとす

る。 

 

 第３ 免責事項について 
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 （ア）事業説明会場内でのけが等の傷害又は事故等について、東京都及び運営事務局は、あらゆる損害賠

償責任から免責されるものとする。 

   ただし、東京都及び運営事務局に故意または重過失が認められる場合には、この限りでない。 

 （イ）事業説明会場内での盗難・紛失について、東京都及び運営事務局は、あらゆる損害賠償責任から免

責されるものとする。  

   ただし、東京都及び運営事務局に故意または重過失が認められる場合には、この限りでない。 

 （ウ）荒天等の予期せぬ災害・地震その他天変地異や社会情勢等により、事業説明会及び支援が中止とな

った場合について、東京都及び運営事務局は、あらゆる損害賠償責任から免責されるものとする。 

   ただし、東京都及び運営事務局に故意または重過失が認められる場合には、この限りでない。 

 

 第４ 感染症の拡大抑制対策について 

 （ア）事業説明会において、マスク着用等の感染症対策は自主的な判断によるものの、事業運営にあたっ

ては感染症の感染拡大防止に協力すること。 

 （イ）事業説明会において、発熱等の症状がある、または体調が悪い場合には参加を控えること。その際、

運営事務局に必ず連絡すること。 

 （ウ）感染症の感染拡大の状況によっては、事業の延期若しくは中止又は開催方法の変更の可能性がある。

その際は、運営事務局の指示に従うこと。 

 

第５ 支援期間中に、本同意書のいずれかの内容に関する変更が発生しうる事象が生じた場合は、下記の

取り扱いに従うこと。 

（ア）東京都及び運営事務局に関する事象が発生した場合 

 東京都及び運営事務局側からの案内に従うこと。 

（イ）参加者及び参加者の所属企業に関する事象が発生した場合 

 東京都及び運営事務局に状況を申告し、対応を協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


